
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
六
号
）
（
少
子
政
策
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
及
び
こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関 

 

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
の
整
備 

 

を
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

別
表
福
祉
部
の
項
第
二
号
中
「
厚
生
労
働
省
令
」
を
「
内
閣
府
令
」
に
改
め
る
改
正 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 


